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２．平成28年度各課事業評価報告
★（重点課題）

課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

1

①情報誌パリ
テの発行と配
布

情報誌パリテを発行し、市民の
男女平等意識のさらなる定着と
浸透及び男女の固定的役割分担
意識の解消を図ります。作成に
ついては市民参画で行います。
また、多くの市民が読めるよう
に配布について工夫します。

協働コミュニティ課 情報誌パリテを発行し、市
民の男女平等意識のさらな
る定着と浸透を図る。作成
については市民参画で行う
が。今年度は委員改選を行
う。また、多くの市民が読
めるように配布について工
夫する。

2

協働コミュニティ課 男女平等意識や男女平等参
画について、市報、市ホー
ムページ、パネル展また、
センターの資料などを充実
しセンター内の展示なども
工夫をして、さまざまな媒
体を通し、情報提供を行
う。

3

秘書広報課 持ちうる広報媒体（市報・
ホームページ（SNSを含
む。））を最大限に活用し
ながら、引き続き紙面およ
びホームページ画面につい
て男女平等意識に留意し、
情報提供していく。

4

社会教育課 求めに応じた適切な情報提
供ができるよう、学習人材
情報の収集整備に努める。

5

公民館 男女平等意識、男女平等参
画に関する情報提供施設で
あることを意識し、積極的
な情報提供に努める。

6

図書館 年次計画の中に盛り込むこ
とにする。

体系番号

②情報の提供 男女平等意識や男女平等参画に
ついて、市報、市ホームペー
ジ、パネル展などさまざまな媒
体を通して、情報提供を行いま
す。

Ⅰ-1★（１）

担当課目標
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

Ａ

情報誌パリテを10月と３月に合わせて21,000部を
発行配布し、ホームページに掲載をした。
男女平等推進センター企画運営委員会の委員の改
選があり、新たな委員が3人しかもすべて男性で女
と男の割合が4対4において市民が手に取りやす
い、読みやすい、目を引く構成にすることを主眼
として、表紙等の色の選定やイラストについて細
かく検討したり、小見出しの文章やコーナーの配
列に気を配り、分かりやすい文章表現にこだわっ
て編集を行った。　特集記事について、女性の活
躍推進と男性介護者の時流に合わせた経済・社会
問題を取り上げ、男女平等意識の無い方にも手に
取っていただけるよう興味を引く内容を掲載し
た。

情報誌パリテを発行し、市
民の男女平等意識のさらな
る定着と浸透を図ります。
作成については市民参画で
行います。また、多くの市
民が読めるように配布につ
いて工夫します。

Ａ

・協働コミュニティ課作成の
ガイドラインを意識した文章
表現をされたい。

Ａ

「男女共同参画週間事業」「女性に対する暴力を
なくす運動週間事業」及び講座10回（内連続講座
４回と３回、2回あり）実施を市報、ホームペー
ジ、市民掲示板等に掲載して、啓発を行った。市
の講座の情報提供として、講座のテーマ・内容を
考慮し、戦略的に対象施設をしぼって配布した。
引続き東京ウィメンズプラザなど啓発事業のポス
ターやチラシなど数多く、パリテでの掲示を行
い、東京ウィメンズプラザフォーラムパネル展に
も参加し、西東京市の男女平等参画をＰＲした。

男女平等意識や男女平等参
画について、市報、市ホー
ムページ、パネル展などさ
まざまな媒体を通して、情
報提供を行います。

Ａ

・現在の執行事業にとどまら
ず、「ワークバランス宣言」
などの宣言と男女平等推進と
の関係性を明確化する情報を
提供する方法を検討された
い。

Ｂ

市報・ホームページともに、常に男女平等の視点
を持つことを係員および委託業者の共通認識とし
て持ち、男女平等の情報発信を行った。
また、協働コミュニティ課の実施する男女共同参
画週間のPR、講演会・パリテまつりの開催情報な
ど、男女平等に関する啓発の情報提供も行った。
ツイッターおよびフェイスブックにより、視覚的
な効果特性を活かした情報も発信した。

持ちうる広報媒体（市報・
ホームページ（SNSを含
む。)）を最大限に活用し
ながら、引き続き紙面およ
びホームページ画面につい
て男女平等意識に留意し、
情報提供していく。

Ｂ

・男女平等参画センターのサ
イトのタイトルに愛称（？通
称）の「パリテ」の加筆を検
討されたい。それによって、
「パリテ」の存在が明確にな
る効果があると思われる。

Ａ

生涯学習人材情報のデータ更新、整備を行い、
ホームページ等で制度のPRを行った。平成29年3月
31日現在の登録者は68人（110件）で、登録者68人
のうち女性登録者は32人となっている。地域活動
への女性の積極的参画促進に向け、市民からの求
めに応じて講師紹介を行った。

求めに応じた適切な情報提
供ができるよう、事業のPR
に努め、学習人材情報の収
集整備に努める。

Ｂ

・人材データの登録者の半数
が女性であることを評価す
る。
・市民からの求めに応じるだ
けでなく、地元の人材を積極
的にパリテなどでの活動に繋
げることで、人材を支援しつ
つ次のステップに育成する方
法を検討されたい。

Ｂ

男女平等に関する市内の催しものの情報を、館内
の掲示板などを活用して提供した。

持ち込まれた情報を提供す
ることにとどまらず、情報
収集し発信することに努め
る。

Ｂ

・子育て世代対象の講座時に
は、パリテのパンフレットや
広報誌「パリテ」を配布する
などし、パリテと協力して周
知されたい。

Ａ

展示貸出しを、年次計画に沿って1月に保谷駅前図
書館で実施した。
中央図書館で産業振興課の企画「ハンサムママプ
ロジェクト」の協力時に、男女平等参画関連資料
を展示貸出しを行った。

パりテまつりの時期に合わ
せて、28年度実施館以外
で、展示貸出を計画をす
る。 Ａ

・男女共同参画週間や女性に
対する暴力防止週間、国際女
性デーなど男女平等推進を目
的とする期間には、それらに
関する図書紹介などを検討さ
れたい。

男女平等参画推進委員会評価担当課評価
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

7 Ⅰ-1★（１）

③パリテまつ
りの開催

パリテまつりを開催し、多くの
市民に向けて、男女平等参画に
ついて発信します。

協働コミュニティ課 パリテまつりを開催し、多
くの市民に向けて、前年度
の反省を踏まえ、より集客
効果のある宣伝方法を採用
し、男女平等参画について
啓発発信する。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

20人の実行委員と21の参加団体により、「男女と
もに輝く平和な未来」をテーマにして、第９回パ
リテまつりを開催した。来館者は797人であった。
主な内容
○講演会
「世界・東北の子どもたち」、講師：安田菜津紀
さん（フォトジャーナリスト）参加人数　82人
○講座
回数：３回、参加人数：122人（託児２人）
○体験会
回数：５回、参加人数：75人（託児２人）
○映画会
回数：２回　参加人数：158人（託児３人）
○パネル・作品展示
○喫茶・軽食・手作り雑貨・生花販売、イートイ
ン休憩コーナー

パリテまつりを開催し、多
くの市民に向けて、男女平
等参画について発信しま
す。

Ａ

・パリテまつりを広く市民に
その存在を周知する機会と捉
え、子育て世代に向けた講座
等を実施し、参加者の年齢幅
を広くする企画を検討された
い。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

9

子ども家庭支援センター 子育てひろばにおいて父親
支援事業を開催する。

10

公民館 地域社会における女性の参
画を支援するために、女性
を対象にした学級・講座を
10講座程度開催する。

8

①男女平等参
画 の 視 点 に
たった各種講
座の開催

Ⅰ-1★（２）

協働コミュニティ課男女平等参画に関わるさまざま
な問題について、共に考え、理
解し、自ら解決する力をつける
ために各種講座を開催します。

企画運営委員会の企画によ
る講座として、基礎講座・
共通講座・三市沿線連携事
業・ＤＶ被害者支援のため
の自立支援講座
・パリテまつりでの講座等
を開催する。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

父親支援事業(乳幼児と父親の遊びを通じた交流
と、父親同士の意見交換)を、市内2ヶ所の子育て
広場で継続実施した。実施回数は12回（各広場6回
ずつ）延べ参加者は、616人増(前年度より99人、
19％増）であった。土日を含め父親の利用は、増
えてきている。広場での掲示と、HPの子育て広場
のページでも、企画内容・日程（年間行事も）等
を記載している。

父親支援事業の内容の充実
を図る。

Ａ

・父親の地域活動参加のきっ
かけづくりとして評価する。
次のステップとして、男性の
主体的・継続的地域活動に展
開するような支援を期待す
る。

Ａ

女性のための保育付き講座を10本実施し、地域社
会における女性の参画を支援した。

引き続き男女平等参画に資
する講座を10本程度実施す
る。 Ａ

・西東京市の公民館の伝統と
して継続し、地域の仲間づく
りを支援されたい。

○企画運営委員会の企画による講座
基礎講座　３回
１、３回連続講座「アラフォーママの心と体のメ
ンテナンス」　参加者延べ45人　託児延べ36人
２．２回連続講座「ほっと一息！てしごとカ
フェ」　参加者延べ18人　託児延べ12人
３．「女性のための今日からできるストレスマネ
ジメント入門」、参加者　17人　託児５人
○共通講座　６回
１．映画「隣る人」壊れる日本の家族と未来、参
加者　31人　託児８人
２．3回連続講座「アラ還世代の男塾」、参加者
延べ25人
３．夏休み企画「夏休みパパと新聞チャンバラ～
小さい子は、新聞プールもあるよ～」参加人数：
30人
４.　「今必要なしなやかに生きる力、患者の持つ
力」
参加者　14人　託児５人
５．４回連続講座「ＢＰプログラム“赤ちゃんが
くるよ”」参加者　延べ15人
６,[家庭・学校・地域で考えたい『子どもがLGBT
だったら？』]参加者　10人　託児１人
○週間事業講演　２回
１．「男の生きにくさしんどさを読みとく」参加
者11人　託児１人
２、「面前DVの実態と子どもへの影響」参加者27
人
○沿線３市（清瀬・東久留米・西東京）男女共同
参画連携事業
※沿線３市男女共同参画連携事業とは、それぞれ
男女平等推進センターを持っている清瀬市、東久
留米市及び西東京市の３市が沿線３市男女共同参
画連携事業実行委員会を組織し、共通の課題を解
決するために多摩・島しょ広域連携活動助成金を
利用して行う事業のことです。
平成28年度は男女共同参画の実現に向けた企業等
意識調査及び交流事業を実施
１「社会保険労務士が語る業績向上につながる経
営戦略としてのワーク・ライフ・バランス～３つ
のヒント～」参加者　延べ59人　託児4人
２　女性の起業支援
○ＤＶ被害者のための自立支援講座
１、「こころを整える～持ち運べる自分だけの香
織をつくろう～」
２、「タッピングタッチ～こころとからだのリレ
クゼーション～」
３、「弁護士からのメッセージ～前向きな一歩を
踏み出すための離婚の話～」
４、「モラハラ知ってる？あなたは大丈夫？～夫
婦・家族間での息苦しさ～」
５、「パーソナルカラーで自分発見！」
６、「マイナスをプラスへ～女性のためのストレ
ス管理術～」計6回　参加者　延べ97人　託児　延
べ35人
○【第８回パリテまつり】
１/23から2/３まで実施の間、講演会1回、講座３
回開催した。

Ａ

・託児利用者が多く、子育て
世代の受講者が多いことを評
価する。今後も託児を充実し
て実施することを期待する。
・ストレス解消の講座数と受
講者が多く、この系統のニー
ズが高いが、受講者がグルー
プを立ち上げ、主体的に継続
して活動できるよう支援する
方法を検討されたい。

男女平等参画に関わるさま
ざまな問題について、共に
考え、理解し、自ら解決す
る力をつけるために各種講
座を開催します。

Ａ
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

11

協働コミュニティ課 男女平等に関する資料の収
集及び図書の購入や図書
コーナーの配置や資料の配
架などの工夫を図り、ま
た、ホームページに蔵書リ
ストを掲載し、貸し出しの
促進を図る。

12

図書館 資料収集および提供を継続
する。

13

①情報誌パリ
テや講座等に
よ る メ デ ィ
ア ・ リ テ ラ
シーの教育の
実施

情報を取捨選択し活用する能力
など、メディア・リテラシーの
普及と教育を実施します。

協働コミュニティ課 情報を取捨選択し活用する
能力など、メディア・リテ
ラシーついて配架図書の充
実と活用をしながら普及と
教育を実施する。
メディアリテラシーに関す
る講座の実施について検討
していく。

14

協働コミュニティ課 市報や市発行物における表
現において、男女平等の視
点が徹底されるようガイド
ラインに代わる取り組みを
実施する。

15

秘書広報課 各市の動向やガイドライン
の視点など調査研究する。

16

①男女平等の
視点に立った
名簿等の活用

学校における名簿等の作成にあ
たっては、男女平等の視点に
たって児童・生徒一人ひとりが
自分らしく自立し、生き生きと
個性と能力を発揮できるよう留
意します。

教育指導課 学校における名簿等の作成
には継続して男女平等の視
点に立つよう留意させる。
また、それぞれの教育活動
のねらいや児童・生徒の発
達段階を踏まえながら、児
童・生徒一人ひとりの心情
を考慮して取組むようにさ
せる。

17

②固定的な性
別役割にとら
われない進路
指導の実施

児童・生徒が、性別にとらわれ
ず、個々の能力を発揮できる進
路を選択できるように、幅広い
進路を提示し、指導します。

教育指導課 3日間の中学校職場体験での
生徒の受け入れ先について
は、固定的な性別役割分担
意識にとらわれず個性と能
力を伸ばすとともに、一人
ひとりの個性を尊重する進
路指導を考慮させる。ま
た、進路指導主任会等で、
個人の能力・適性を生かし
た進路を選択し、主体的に
進路を選択できる能力や態
度を育てるよう資料等を活
用して指導する。

（１）Ⅰ-2

Ⅰ-1★

市民が男女平等参画について学
び、情報を入手できるように、
男女平等に関する資料の収集や
図書の貸し出しを行います。

（２）

②市発行物の
表現における
男女平等ガイ
ドラインの作
成・配布

（３）

②資料の収集
と図書の貸し
出し

市報や市発行物における表現に
おいて、男女平等の視点が徹底
されるようガイドラインを作成
し、配布します。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

各市の計画や情報誌等資料・女性問題関係の各月
刊誌・女性情報(女性に関する新聞記事掲載)等を
図書コーナーに設置し、いつでも市民が学習でき
るよう環境を常時整備している。また、男女平等
推進センター内の案内板を作成するなど工夫し
た。
自立支援講座等で関連する貸出図書を設置し、案
内を実施した。
今年度44冊の貸し出し用図書等を増加した。
結果現在の蔵書1081冊（内ビデオ52本）
○28年度貸出し　132冊
○27年度貸出し　115冊
○26年度貸出し　118冊

市民が男女平等参画につい
て学び、情報を入手できる
ように、男女平等に関する
資料の収集や図書の貸し出
しを行います。

Ｂ

・貸出しがわずかに増加して
いるが、貸出し図書の選定、
貸出し方法が、市民のニーズ
に応えているか検討された
い。

Ａ

資料収集および提供を行った。 資料収集および提供を継続
する。

Ｂ

・女性のニーズに合った図書
をパリテに積極的に情報提供
し、各図書館に誘うことを検
討されたい。

Ｂ

自立支援講座等では参加者が知識・情報等を取捨
選択できるよう会場に関連図書を設置し、案内を
行った。
企画運営委員会にてメディアリテラシーに関する
講座開催についての企画案提出についての提案を
行った。

引き続き、様々な手段での
情報提供を検討する。

Ｂ

・企画運営委員会からの提案
を待たず、協働コミュニティ
課主催事業として、実施され
たい。

Ａ

審議会委員に、市刊行物の表現を男女平等の視点
から評価するワークをしていただき、その結果を
庁内各関係部署にフィードバックする手法を28年
度は採用した。具体的には、委員から指摘のあっ
た刊行物については、関係部署に伝え改善を図
り、またガイドラインについては、庁内システム
を通じて、全職員に周知した。

引き続き庁内関係部署への
周知を行う。

Ｂ

・審議会委員による市刊行物
の表現についての評価を引き
続き実施し、その変化を継続
的に検討されたい。

Ａ

調整のうえ、協働コミュニティ課においてガイド
ライン、事例集を庁内に周知することができた

協働コミュニティ課作成の
ガイドラインを活用して広
報していく。 Ａ

・評価する。

Ｂ

男女平等参画の正しい理解に基づいて名簿を作成
するとともに、学年や学級で名簿の書式が異なる
ことのないように指導した。教育活動全体を通し
て、男女平等の視点に立って児童・生徒一人ひと
りが自分らしさを発揮できるような教育環境をつ
くり、個性と能力が発揮できるよう留意させた。

引き続き、学校における名
簿等の作成にあたっては、
男女平等の視点に立つよう
引き続き留意させる。ま
た、それぞれの教育活動の
ねらいや児童・生徒の発達
段階を踏まえながら、児
童・生徒一人ひとりの心情
を考慮して取組むようにさ
せる。

Ｂ

2001年に東京都男女共同平等
参画基本審議会答申として、
男女混合名簿が提案された。
男子が先で女子が後という名
簿は女は男の順番が終わるの
を我慢させる無意識的な教育
として働いている。少しずつ
でも混合名簿に変えていくべ
きである。

Ｂ

中学校の職場体験は、全校３日間、実施してい
る。生徒の体験先については、固定的な役割にと
らわれない進路指導を考慮し選定させた。

次年度も３日間実施する職
場体験の受け入れ事業所に
ついては、固定的な性別役
割分担意識にとらわれず、
個性と能力を伸ばすととも
に、一人ひとりの個性を尊
重できるよう考慮させる。
また、進路指導主任会等
で、生徒が主体的に、自己
の能力・適性を生かした進
路を選択できる能力や態度
を育てられる進路指導の在
り方について、資料等を用
いて指導する。

Ｂ

一年間に３日間の職場体験は
有意義であり、男女平等の意
識に基づき自己の能力を生か
した場所が選択されていると
すれば，将来の職業選択にも
役立つであろう。
　しかし、残念なことに、進
路指導においては無意識のう
ちに刷り込まれた「男女差」
があり、一年にたった三日間
では「性別の役割にとらわれ
ない進路指導」としては不足
である。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

18

協働コミュニティ課 男女共修や妊婦体験、介護
体験など、あらゆる場にお
ける人権教育を通じて、男
女平等教育を実施する。

19

教育指導課 将来において社会と家庭に
男女が共に寄与する資質の
形成が図られる、教育課程
への位置付けと年間指導計
画の作成を適切に行うよう
にする。

20

④男女平等参
画 の 視 点 に
たった公民館
事業の実施

広く市民に向けて、男女平等意
識の浸透と定着を図るため、男
女平等の視点にたった講座を実
施します。

公民館 男女平等の視点に立った学
級・講座を複数開催する。

21

協働コミュニティ課 保育園や児童館、図書館な
どにおいて、継続して男女
平等の視点をもった本・絵
本・児童書などを紹介す
る。

22

保育課 男女平等の視点をもった図
書の情報把握、共有に努
め、意識啓発に努める。

23

児童青少年課 引き続き良質な図書の提供
及び意識啓発の促進

24

図書館 児童向け発行物の掲載図書
に関係図書を選書するよう
努める。

25 （２）

①男女平等の
視点にたった
子育て情報誌
の作成･配布

男性と女性がともに子育てに携
わり、男女平等の視点をもって
子育てができるように、子育て
ハンドブック等を作成し、配布
します。

子育て支援課 子育てハンドブックを作成
し、配布します。作成に当
たっては、男女平等の視点
に留意して編集します。

Ⅰ-2

③学校等にお
ける男女平等
教育の実施

（１）

⑤保育園や児
童館、図書館
な ど に お い
て、男女平等
の視点をもっ
た関係図書の
紹介

男女共修や妊婦体験、介護体験
など、あらゆる場における人権
教育を通じて、男女平等教育を
実施します。

保育園や児童館、図書館などに
おいて、男女平等の視点をもっ
た本・絵本・児童書などを紹介
します。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

男女平等参画に関する情報誌「パリテ」を全中学
校生徒向けに配布した。

男女共修や妊婦体験、介護
体験など、あらゆる場にお
ける人権教育を通じて、男
女平等教育を実施します。

Ａ

さまざまな機会をとらえて，
男女平等教育を目指す試みが
なされている。

Ｂ

小・中学校全校において、家庭科の男女共修が実
施されている。将来において社会と家庭に男女が
共に寄与する資質の形成が図られる、教育課程に
位置付けさせるとともに、適切な年間指導計画を
作成させた。

家庭科の男女共修が実施さ
れており、今後も将来にお
いて社会と家庭に男女が共
に寄与する資質の形成が図
られる、教育課程への位置
付けと年間指導計画の作成
を適切に行っていく。

Ｂ

年間指導計画作成だけでは
「計画倒れ」に終わる恐れが
ある。高齢化が進む日本社会
で、介護が女性の役割になっ
ている例もあり、西東京市が
作成したパンフレットなどを
「男女平等の視点」から見せ
るなど、ふだんからの教育現
場での努力が必要である。

Ａ

「子育て世代、どう生きる？」「メンズクッキン
グ」など、男女の子育てや家事への参加の視点に
立った講座を開催した。昨年度に引き続き、地域
防災講座の中に男女共同参画の視点を取り入れ
た。

質的にも量的にも同程度
の、男女平等の視点に立っ
た学級・講座を開催する。

Ａ

公民館活動の中に「男女平等
の視点」にたった講座が見ら
れ、その点でも評価できる。

Ａ

男女平等に関する絵本・児童書として、2冊を新規
に購入した。購入の際の選定に、図書館との連携
を実施した。特色として、性別意識に疑問を持っ
たとき、人とは違った考えなんだではなく、その
気持ちを大切にいていく力を育てるテーマの資料
を購入した。
資料
[イリスの誕生日」「もしも地球がひとつのリンゴ
だったら」

保育園や児童館、図書館な
どにおいて、男女平等の視
点をもった本・絵本・児童
書などを紹介します。

Ｂ

男女平等の視点にたった本は
数多くある。予算にもよる
が、わずか２冊の絵本・児童
書の購入は市の事業としては
少な過ぎる。少なくても１０
倍の年間２０冊は購入し、各
図書館などに置くことが望ま
しい。

Ａ

関係機関紙や関連研修時等の推薦図書を参考に、
選択するよう努め、保育において意識啓発に取り
組んでいる。

今後も意識啓発に取り組ん
でいく。

Ｂ

「男女平等」の視点にたった推薦
図書リストの作成が望まれる。

Ａ

各館に「西東京市子ども読書活動推進計画」を配
付しており、年齢に合った絵本を男女にとらわれ
ず整備を行った。
各館においては、「絵本とわらべうたの会」や
「いないいないばあ」、「ようじのつどい」等、
乳児読み聞かせを通じて図書の紹介を行ってい
る。
また、読売新聞の「子どもの読書推進事業」に応
募し40冊程度の児童図書の寄贈が当選した児童館
があり、多くの子どもが読めるよう紹介した。

引き続き男女平等の支店を
持った児童図書の紹介をす
る。

Ａ

絵本は視覚を通して「男女平
等意識」を学ぶことができ
る。その意味で順調に図書館
の整備がおこなわわれている
ことは評価できる。

Ａ

関係図書の掲載を行った。 児童向け発行物の掲載図書
に関係図書を選書するよう
努める。 Ａ

 関係図書の掲載だけの終わら
せず、選書を的確に行うこと
が望ましい。

Ａ

子どもを育てる糧への情報提供として、子育てハ
ンドブックを作成しました。作成に当たっては、
男性・女性が、ともに子育てを行うことを想定し
て、男女平等を意識しつつ編集しました。

引き続き、子育てハンド
ブックを作成し、男性・女
性ともに子育てに必要とな
る情報を提供します。 Ａ

子育ては父親と母親が協力し
て行うものである。その意味
でも　「子育てハンドブッ
ク」には男女平等の視点に
立っていることが認識でき評
価できる。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

26

子育て支援課 幼稚園補助金として、幼稚
園教諭の研修参加費の補助
を実施します。
（市内私立幼稚園13園、類
似施設3園）

27

保育課 専門研修の参加、各園OJTの
実践等により、保育の基本
理念として意識の向上に努
める。

28

児童青少年課 研修機会をとらえるをと共
に自己啓発の推進

29

③男女平等教
育を推進する
ための教員の
研修の実施

教員が男女の固定的性別役割分
担意識にとらわれず、男女平等
意識に基づいて、子どもたちを
教育・指導することの効果・必
要性を学び、現場で役立てられ
るような研修を実施します。

教育指導課 「人権教育プログラム」の
全教職員への配布を行う。
若手教員１年次研修会、人
権教育研修会での指導主事
による講義を行う。
人権教育推進委員会の設
置、指導主事による学校訪
問時の指導・助言を行う。
都内人権尊重教育推進校の
発表会に人権教育推進委員
を参加。その成果を校内の
教職員に周知する。
人権教育推進委員会で本市
における人権教育研修会の
重点を決め、意図的・計画
的に研修を実施する。
学校訪問を随時行い人権教
育を推進する。

30

協働コミュニティ課 民生委員・児童委員や町内
会長など地域のリーダーが
男女平等参画の必要性を理
解して、地域活動を推進で
きるように、意識の醸成を
図る。

31

生活福祉課 民生委員の任期替えによ
り、新たに民生委員となっ
た方を中心に、研修の機会
などで、意識の醸成を図
る。

32 Ⅰ-2 （３）

①関係部署を
対象とした男
女平等意識の
啓発

市の各種相談窓口等、日常生活
において市民が接する機会の多
い関係部署の職員を対象に、男
女平等参画の必要性と意識の醸
成を図ります。

協働コミュニティ課 市の各種相談窓口等、日常
生活において市民が接する
機会の多い関係部署の職員
を対象に、男女平等参画の
必要性と意識の醸成を図
る。

（２）Ⅰ-2

幼児や子どもの育成に携わる保
育士や幼稚園教諭、学童指導員
等が、男女の固定的性別役割分
担意識にとらわれず、男女平等
意識に基づいて、保育や教育等
ができるよう、研修への参加者
を増やします。

民生委員・児童委員や町内会長
など地域のリーダーが男女平等
参画の必要性を理解して、地域
活動を推進できるように、意識
の醸成を図ります。

②保育士等職
員を対象とし
た男女平等意
識の啓発研修
への参加促進

④民生委員・
児童委員や地
域の団体等へ
の啓発
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

幼稚園補助金により、幼稚園教諭の研修参加費等
を補助しました。（市内幼稚園１３園・類似施設
３園）

幼稚園補助金を継続しま
す。

Ａ

幼稚園の補助金が有効に活用
されていることは望ましい。
しかし、補助金がない場合も
同様の研修が実施できるよ
う、幼稚園教諭の研修に備え
るべきであろう。

Ａ

各保育士研修及び各園OJT等により意識啓発を行い
実践している。

意識啓発を図り実践してい
く。

Ａ

Ojt: On-the-Job Trainingの
機会にも、男女平等の意識に
基づいて実施されているか、
チェックするべきである。

Ｂ

「男女平等等情報誌パリテ」を年２回発行時に各
館へ回覧し、指導員の自己啓発を図りながら、日
常においても時代に即した指導を心掛けるように
している。

引き続き啓発の促進

Ｂ

一年に２回の各館へのパリテ
の回覧が果たして「指導員の
自己啓発」につながる物だろ
うか？日常の具体的な啓発活
動を考える時期である。

Ｂ

「人権教育プログラム」を全教職員へ配布した。
若手教員１年次研修会、人権教育研修会での指導
主事による講義をしたり、人権教育推進委員会の
設置、指導主事による学校訪問時の指導・助言を
行った。
市内中学校の人権尊重教育推進校の発表会に人権
教育推進委員をはじめ、多くの教員を参加させ、
その成果を市内教職員で共有した。人権教育推進
委員会では、本市における人権教育研修会の重点
を決め、意図的・計画的に研修を実施した。

引き続き「人権教育プログ
ラム」の全教職員配布、教
員研修会の実施、人権教育
推進委員会の設置、指導主
事による学校訪問時の指
導・助言等の活動により、
教員の男女平等意識や人権
意識をさらに高める。

Ｂ

教員が「男女平等意識」を持
つことで、授業中での教員の
コミュニケーション活動にも
影響が出る。
　その意味で半ば義務的な
「教員研修会」には教員の意
識改革には限度がある。
たとえば、視覚に訴える
「DVD」の作成などを行うこと
で、教員が時間の或る時にも
「男女共同意識」を高めるこ
とができるだろう。

Ａ

情報誌「パリテ」について、民生委員協議会にお
いて配布した。起業フェスタにおける地域活動と
の連携の実施。パリテまつりでの地域コミュニ
ティの拠点を目指す団体やセクシャルマイノリ
ティに関する新たな団体との新たな結びつきがで
きた。

民生委員・児童委員や町内
会長など地域のリーダーが
男女平等参画の必要性を理
解して、地域活動を推進で
きるように、意識の醸成を
図る。また地域画団体との
連携を図る。

Ａ

民生委員、児童委員、町内会
会長などは総じて年齢が高い
場合が多く、男女平等意識に
ついても、意識改革が必要で
ある。決して押しつけではな
く、ワークショップなどの意
見交換会などが開催できると
更に意識改革が進むであろ
う。

Ａ

平成28年度は民生委員の一斉改選の年度にあた
り、多くの民生委員が新たに就任された。これに
伴い、市において新任研修を実施するとともに、
都・関係機関実施の研修にも参加を促し、意識の
醸成を図った。

引き続き、新任者・現任者
に限らず継続的な普及啓発
を行う必要がある。 Ａ

民生委員の一斉改選で、「具
体的な啓発活動」のあり方を
更に模索する必要がある。

Ｂ

年２回発行計21,000部の情報誌をつぎの場所に配
布した。
配布先
市庁内各課、図書館、公民館、保育園、児童館、
地区会館、福祉会館、子ども家庭支援センター、
市民会館

市の各種相談窓口等、日常
生活において市民が接する
機会の多い関係部署の職員
を対象に、男女平等参画の
必要性と意識の醸成を図り
ます。

Ｂ

市の窓口は市民との直接のコ
ミュニケーションの場であ
る。「男女平等参画」の意識
をもって窓口が市民と接する
ことで、市役所の雰囲気も変
わる。情報誌の配布にとどま
らない更なる具体的な推進計
画を立案する必要がある。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

33

協働コミュニティ課 ①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合
が40％になるよう、女性の
登用に努める。
②すべての審議会や委員会
等に女性委員が登用される
こと、また、特定のテーマ
において男女の比率が大き
く偏らないように、女性の
参画状況調査を行う。
③審議会や委員会に女性が
参画しやすいように、会議
日時の配慮等、環境整備に
努める。

34

企画政策課 【行財政改革推進委員会】
任期：H26.11.7～H28.11.6
H28年11月以降委員改選に当
たっては、学識経験、委員
適正等、選考基準に則って
選定することとなるが、評
価得点が同数となった場合
等においては、積極的に女
性登用を行っていく。(現委
員会の女性登用率：25.0％)

【使用料等審議会】
任期：H27.12.18～
H28.12.17
平成28年12月以降に委嘱が
予定されている。委員選定
の際には女性の登用に留意
し、女性登用率の向上を図
る。(前審議会の女性登用
率：20％)

35

情報推進課 【情報政策専門員】

現任者以外の登用を行うこ
ととなった場合は、女性の
採用も含めて検討する。

Ⅰ-3 （１）

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②すべての審議会や委員会等に
女性委員が登用されること、ま
た、特定のテーマにおいて男女
の比率が大きく偏らないよう
に、女性の参画状況調査を行い
ます。
③審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

【男女平等参画推進委員会】
H24.7～H26.7　男5人　女9人　登用率64％
H26.7～H28.7　男6人　女9人　登用率60％
H28.7～　　　 男5人　女10人 登用率66％
【企画運営委員会】
H24.6～H26.6　男1人　女7人　登用率88％
H26.6～H28.6　男2人　女6人　登用率75％
H28.6～　　　 男4人　女4人　登用率50％

①審議会や委員会等におい
て、女性委員の占める割合
が40％になるよう、女性の
登用に努めます。
②すべての審議会や委員会
等に女性委員が登用される
こと、また、特定のテーマ
において男女の比率が大き
く偏らないように、女性の
参画状況調査を行います。
③審議会や委員会に女性が
参画しやすいように、会議
日時の配慮等、環境整備に
努めます。

Ａ

引き続き女性の登用に努めて
いただき、ぜひ女性の参画状
況調査の実施をお願いした
い。

Ｂ

【行財政改革推進委員会】
H26.11.7～H27.5.28
男６名　女２名　登用率25.0％
H27.5.29～H27.7.28
男６名　女２名　登用率25.0％
H27.7.29～H28.11.6
男６名　女２名　登用率25.0％
H29.1.18～H31.1.17
男６名　女２名　登用率25.0％

【使用料等審議会】
H27.12.18～H28.12.17
男4名　女1名　登用率20％
H29.4.20～H30.4.19
男３名　女１名　登用率25％

【行財政改革推進委員会】
次期委員改選に当たって
は、学識経験、委員適正
等、選考基準に則って選定
することとなるが、評価得
点が同数となった場合等に
おいては、積極的に女性登
用を行っていく。

【使用料等審議会】
委員改選に当たっては、学
識経験、委員適正等を勘案
して選定することとなる
が、多角的な視点を含める
意味でも、女性登用率の向
上に努めていきたい。

Ｂ

引き続き女性登用率の向上に
努めていただきたい。

Ｂ

【情報政策専門員】
情報政策専門員（H28.4～H29.3）　男性１人
西東京市専門委員設置規則（平成13年規則第10
号）により権限と定数が規定されており、男女の
区別はないので、適任者がいれば男女の区別なく
登用していきたいと考える。

【地域情報化基本計画策定審議会委員】
次期計画策定時まで開催なし

【情報政策専門員】
登用を男性に限っているわ
けではないが、検討した結
果、現在の専門員以上の適
任者がいない。規則で定め
られた登用が1名なので、
男女いずれかの性別になっ
てしまうが、引き続き広く
情報を収集し、適任者を登
用したい。

【地域情報化基本計画策定
審議会委員】
次期計画策定時（平成29年
度～平成30年度予定）に審
議会委員を登用する際に
は、女性比率が40％になる
よう努める。

Ｂ

情報社会の中で一人しか専門
員がいないのでは心もとな
い。
設置規則を改訂してでも複数
の専門員を配置することを検
討されたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

36

総務法規課 行政不服審査会を設置予定
のため、女性登用率の維持
に努める。

37

管財課 　財産価格審議会は、財産
の処分等に関し、適正な価
格等を評定することを目的
に設置しており、現在委員
には学識経験者として不動
産鑑定士3人(うち女性1人)
と市職員1名を委嘱又は任命
している。財産の価格等を
評定するということで、そ
の専門家である不動産鑑定
士に委嘱しているが、女性
の不動産鑑定士の数が非常
に少ない為、女性登用率の
40％を達成することは非常
に困難な状況であるが、女
性に適任者がいれば、積極
的に登用を検討する。

38

契約課   西東京市入札等監視委員
会は学識経験を有する者３
名で構成され、入札及び契
約手続の公平性並びに透明
性を確保するため、発注し
た工事等に係る入札及び契
約手続の運用状況等につい
て審議を行っている。
　来年度に任期替えとなる
が、再任とならず改選とな
る場合には、女性委員１名
の登用ができるよう人選に
ついて努力する。

Ⅰ-3 （１）

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②すべての審議会や委員会等に
女性委員が登用されること、ま
た、特定のテーマにおいて男女
の比率が大きく偏らないよう
に、女性の参画状況調査を行い
ます。
③審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

【個人情報保護・情報公開審査会】
任期：平成25年10月1日～平成27年9月30日
４人（男２人、女２人）女性登用率50％
任期：平成27年10月1日～平成29年9月30日
４人（男２人、女２人）女性登用率50％
【個人情報保護審議会】
任期：平成25年10月1日～平成27年9月30日
７人（男４人、女３人）女性登用率42.8％
任期：平成27年10月1日～平成29年9月30日
７人（男４人、女３人）女性登用率42.8％
【行政不服審査会】
任期：平成28年4月１日～平成30年3月31日
３人（男２人、女１人）女性登用率33.3％

個人情報保護・情報公開審
査会の更新の時期のため、
引き続き女性委員の登用に
努めます。

Ａ

女性登用率の増加は評価す
る。

Ｂ

・委員の改正はなく、昨年度に引き続き男性３
名、女性1名で、会長職が女性委員である。

・男性不動産鑑定士等に比
べて、10分の１程しかいな
い女性不動産鑑定士を増や
し、委員半数を選び出すこ
とが非常に困難である。

Ａ

会長職が女性であることを評
価する。引き続き女性の登用
に努力されたい。

Ｃ

西東京市入札等監視委員会

任期　平成27年11月1日～平成29年10月31日
　　　男３人、女０人 登用率０％

任期　平成29年11月1日～平成31年10月31日
　　　男３人、女０人 登用率０％

①委員の再任は妨げないと
なっており、現委員の改選
の実現が難しい。次期にお
いて改選が必要な場合に
は、女性委員の登用ができ
るよう人選について努力し
たい。

Ｃ

最低１名の採用を努力目標で
はなく、大いなる決意をもっ
て図ることを期待する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

39

危機管理室 女性委員の登用に努める。

40

保険年金課 国民健康保険運営協議会は
任期が2年間であるため、平
成28年度は推薦・一般公募
は行わない。

41

健康課 西東京市予防接種健康被害
調査委員会及び西東京市健
康づくり推進協議会委員に
欠員があった場合、女性の
登用に努める。

42

生活福祉課 年度中に改選の委員会につ
いて、女性委員の登用率を
念頭に置いて、目標を達成
できるよう委嘱を行う。

Ⅰ-3 （１）

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②すべての審議会や委員会等に
女性委員が登用されること、ま
た、特定のテーマにおいて男女
の比率が大きく偏らないよう
に、女性の参画状況調査を行い
ます。
③審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｃ

【消防委員会】
任期：各委員の所属機関等における職在職期間中
又はＨ27.8.1～Ｈ29.7.31
男８名、女０名　登用率０％【Ｈ28.3.31現在】
男８名、女０名　登用率０％【Ｈ29.3.31現在】

【防災会議】
任期：各委員の所属機関等における職在職期間中
又はＨ28.4.1～Ｈ30.3.31
男27名、女６名　登用率18％【Ｈ28.3.31現在】
男30名、女３名　登用率10％【Ｈ29.3.31現在】

【国民保護協議会】
任期：各委員の所属機関等における職在職期間中
男28名、女４名　登用率13％【Ｈ28.3.31現在】
男30名、女１名　登用率３％【Ｈ29.3.31現在】

女性委員の登用に努める。

Ｃ

・災害発生率が高まる一方で
ある現在、防災会議や国民保
護協議会における女性の視点
は欠かすことができない。女
性の登用率40％を遅滞なく実
現すべきである。
・両会議の女性比率が低い原
因を調査し、改善の方向性を
示されたい。
・消防委員会におかれては意
欲のある女性の発掘に努めて
いただきたい。

Ｃ

【国民健康保険運営協議会】
任期：H27.7.1～H29.6.30、男13名、女2名 登用率
13％
市民公募（3名）については、最低限の1名の女性
を採用できた。

次年度の委嘱の際には可能
な限り積極的に女性の採用
に努める。 Ｃ

29年度の委嘱時に積極的に女
性の採用を期待する。

Ｂ

【予防接種健康被害調査委員会】については、平
成19年より、委員7名中女性の登用が0であった
が、平成27年9月より女性が1名登用された。平成
29年度の選任でも女性を登用できるよう努力す
る。
【西東京市健康づくり推進協議委員会】において
は委員15名中女性4名が登用されている。平成29年
度の選任でも4名以上の女性を登用できるよう努力
する。

【予防接種健康被害調査委
員会】委員7名の選定は、
公募ではなく、医師会・保
健所等の指定された役職に
ある方に委嘱すると決まっ
ている。関係機関に女性の
登用が求められていること
を周知する。
【西東京市健康づくり推進
協議委員会】においては委
員15名中女性4名が登用さ
れている。平成29年度の選
任でも4名以上の女性を登
用できるよう努力する。

Ｂ

【予防接種健康被害調査委員
会】引き続き関係機関と協議
し、女性登用に期待する。
【西東京市健康づくり推進協
議委員会】引き続きお願いし
たい。

Ｂ

平成28年度において、保健福祉審議会において任
期が満了となり、新たな任期の委嘱を行った。委
員10名のうち3名が女性の委員である。地域福祉計
画策定・普及推進委員会については、年度中の任
期の更新が無かったため委員11名のうち、5名が女
性委員である。

両会議ともに、推薦母体に
委員の推薦を依頼している
ため、推薦の際に依頼をす
るなどの検討を行う。 Ｂ

引き続き推薦母体と協議し、
女性の登用に努力をお願いし
たい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

43

高齢者支援課 改選時に男女比に配慮す
る。

44

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②すべての審議会や委員会等に
女性委員が登用されること、ま
た、特定のテーマにおいて男女
の比率が大きく偏らないよう
に、女性の参画状況調査を行い
ます。
③審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。

Ⅰ-3 （１）

委員改選期にあたる審議
会・委員会においては、女
性委員の都擁立の向上に努
めるとともに、新たに設置
予定の自立支援協議会の部
会の協力委員を依頼する際
に、女性委員の登用率が
40％になるよう努める。

障害福祉課
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

【高齢者虐待防止連絡会】
（平成28年4月1日～平成30年3月31日）
　男性：7名　女性：6名　計13名
　全体における女性登用率：46.1％
【地域包括支援センター運営協議会】
（平成27年４月１日～平成29年３月31日）
　男性：８名　女性：5名　計13名
　全体における女性登用率：38.4％

地域包括支援センター運営
協議会については、平成28
年度で任期が終了したた
め、平成29・30年度任期の
市民委員選考時に性別によ
り差別された選考がされな
いよう留意する。

Ｂ

【地域包括支援センター運営
協議会】については選考時の
性別の差別選考に注意をお願
いしたい。

Ｃ

【有償ボランティア輸送運営
協議会】について、関係機関
と協議し、再度女性の登用に
努めてほしい。

会議体について調整を図っ
た結果、おおむね目標を達
成した。今後は未達成の会
議体について会議体の目的
を損なわない範囲で工夫を
していく。

Ｂ

【有償ボランティア輸送運営協議会】
任期：Ｈ25.2.18～Ｈ27.2.17
男7名、女１名　登用率13％
任期：Ｈ27.2.18～Ｈ29.2.17
男7名、女１名　登用率13％
【障害支援区分認定審査会】
任期：Ｈ23.4.1～Ｈ25.3.31
男7名、女8名　登用率 53 ％
任期：Ｈ25.4.1～Ｈ27.3.31
男7名、女8名　登用率53％
任期：Ｈ27.4.1～Ｈ29.3.31
男8名、女7名　登用率 47 ％
【地域自立支援協議会】
任期Ｈ23.7.26～Ｈ25.7.25
男7名、女3名　登用率 30 ％
任期Ｈ25.7.30～Ｈ27.7.29
男4名、女4名　登用率50％
任期Ｈ27.11.9～Ｈ29.11.8
男9名、女6名　登用率40％
※任期途中の入替えにより平成27年度とは異な
る。
【地域自立支援協議会相談支援部会】
男5名、女8名　登用率62％
任期Ｈ28.4.17～Ｈ29.11.8
【地域自立支援協議会権利擁護部会】
男4名、女4名　登用率50％
任期Ｈ28.11.21～Ｈ29.11.8
【地域自立支援協議会計画策定部会】
任期Ｈ24.11.15～Ｈ26.3.31
男5名、女3名　登用率38 ％
任期Ｈ26.5.27～Ｈ27.3.31
男7名、女4名　登用率36％
※平成27年度及び平成28年度委嘱なし
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

45

子育て支援課 会議開催時間を多様に設定
（午前・昼間・夜間）した
り、保育付の会議にする
等、女性にも参加していた
だきやすいように対応しま
す。

46

文化振興課 改選時には、女性委員を積
極的に登用するよう努め
る。

47

スポーツ振興課 委員改選時に当たっては女
性登用率に留意する。

48

産業振興課 農業振興計画推進委員会の
任期が、平成28年9月28日で
満了するので、改選の際に
は、女性の登用を検討して
いく。

49

環境保全課 本審議会委員の任期は平成
28年7月から新たな任期がス
タートしたが、現在学識経
験者が欠員であるため、依
頼する際は、男女比に配慮
した登用を検討する。

50

ごみ減量推進課 審議会の委員の登用につい
て、女性委員の占める割合
が40％を下らないよう引き
続き女性の登用に努める。

Ⅰ-3

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②すべての審議会や委員会等に
女性委員が登用されること、ま
た、特定のテーマにおいて男女
の比率が大きく偏らないよう
に、女性の参画状況調査を行い
ます。
③審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

（１）
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

子ども子育て審議会
任期：H25.8.22～H27.8.21　男性6人、女性10人、
（専門委員 男性0人、女性2人）、女性登用率63％
（専門委員を含むと67％）
任期：H27.8.22～H29.8.21（H29.3.31現在）　男
性6人、女性10人（専門委員 男性0人、女性1
人）、女性登用率63％（専門委員を含むと65％）

青少年問題協議会
任期：H25.11.1～H27.10.31　男性8人、女性6人、
女性登用率43％
任期：H27.11.1～H29.10.31（H29.3.31現在）　男
性8人、女性6人、女性登用率43％

※子ども子育て審議会は、議題によっては専門委
員を置くことができます。28年度の議題では専門
委員を置きました。
※女性の委員にも参画していただきやすいよう、
会議時間を多様に設定（午前・昼間・夜間）し、
保育付の会議として実施しました。（保育利用者1
人）

男女比の比率については、
関係機関からの推薦者もい
るため、調整が難しいとこ
ろがあります。
会議開催時間の設定や、保
育については、今後も継続
できるように努めます。

Ａ

会議時間や保育の設定など女
性が活動しやすい環境が整っ
ている。引き続き益々の工夫
を期待したい。

Ｃ

【文化芸術振興推進委員会】
H26.8.1～H28.7.31　男8人　女2人　20％
H28.8.1～H30.7.31　男9人　女1人　10％

市民委員の欠員募集の際に
は、女性委員を積極的に登
用するよう努める。 Ｃ

女性採用目標数を設定するな
ど、より一層積極的な登用を
目指してもらいたい。

Ａ

【スポーツ推進審議会】
任期：平成27年７月１日から平成29年６月30日ま
で
組織：男性８人、女性２人（女性登用率20％）

※公募委員１人は女性（他の委員９人は各団体か
らの推薦委員）

引き続き、委員改選時には
女性登用に留意する。

Ｂ

スポーツという女性の進出が
目覚ましい分野で、登用にも
う一工夫が欲しい。各団体に
女性の推薦を働きかけたい。

Ｃ

【農業振興計画推進委員会】
任期：Ｈ26.9.29～Ｈ28.9.28
男 8人、女 3人　登用率27％
任期：Ｈ28.9.29～Ｈ30.9.28
男 9人、女 3人　登用率25％

改選時の女性委員の登用

Ｃ

各関係団体からの紹介も勿論
だが、それ以外の採用方法の
工夫にも期待したい。

Ｂ

欠員の登用には至っていないが、委員９名中、女
性委員を３名登用している。

西東京市環境審議会
任期：平成28年７月1日～平成30年６月30日
男性６名　女性３名　登用率33.3％

欠員については、引き続き
男女比に配慮した登用の検
討に努める。

Ｂ

男女比のバランスを考慮し、
より一層の登用に努めてもら
いたい。

Ａ

【廃棄物減量等推進審議会】

任期：H25.7.1～H27.6.30　　男８名、女７名
登用率46.6％

任期：H27.7.1～H29.6.30　男９名、女６名
登用率40.0％

平成29年度は審議会の委員
の改選があるので、当該委
員の登用について、女性委
員の占める割合が40％を下
らないよう引き続き女性の
登用に努める。

Ａ

バランスの良い採用は、評価
できる。引き続きお願いした
い。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

51

都市計画課 【都市計画審議会】
 学識経験者に女性に適任者
がいれば積極的に登用を検
討する。

【地域公共交通会議】
 女性に適任者がいれば積極
的に登用を検討する。

52

下水道課 審議会開催の予定なし

本年度は、審議会開催の予
定はないが、委員を委嘱す
る場合には、女性適任者が
いれば積極的に登用を検討
する。

53

教育企画課 次期の委員を選出する際、
これまでの委員選出方法を
踏まえた上で、女性委員を
選出できるよう努めてい
く。
また、委員全員が参加しや
すいよう配慮し、会議日時
を設定する。

54

学校運営課 28年度中の委員改選はない
が、欠員が生じた際には、
引き続き男性委員の登用に
向け努力したい。

55

教育支援課 固有の校長職等に委嘱する
ため調整が出来ない状況で
あるが、目標比率は満たし
てきている状況と考える。
しかし引き続き男女比を考
慮した登用を配慮できる環
境を目指していく。

（１）Ⅰ-3

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②すべての審議会や委員会等に
女性委員が登用されること、ま
た、特定のテーマにおいて男女
の比率が大きく偏らないよう
に、女性の参画状況調査を行い
ます。
③審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

【都市計画審議会】
任期：２年間（ただし、関係行政機関の人事異動
があった場合、後任は前任者の残任期）
　※人事異動による委員の交代は、いずれも前
任・後任とも男性委員。

任期　平成25年10月1日～平成27年9月30日
男12人　女5人　29.4％（27.3.31現在）
（議員6、関係行政機関3、学識6、市民委員2）
任期　平成27年10月１日～平成29年９月30日
男13人　女４人　23.5％（29.3.31現在）
（議員6、関係行政機関3、学識6、市民委員2）

【地域公共交通会議】
平成25年7月1日より「地域公共交通会議（法定会
議）」として発足
任期　平成25年７月１日～平成27年６月30日
男10人　女２人　16.6％（27.3.31現在）
任期　平成27年８月１日～平成29年７月31日
男10人　女１人　9.1％（29.3.31現在）

【都市計画審議会】
審議会委員のメンバー構成
が学識経験者6名以内、市
議会議員6名以内、関係行
政機関の職員が3名以内、
市民代表が2名以内と限定
され任期が2年間となって
いる。構成員の選定は、充
て職、書類選考によるもの
が多く、意図的に女性の登
用割合を上げることは難し
い。

【地域公共交通会議】
関係団体・関係機関の職員
が大半を占め、各団体の指
名により参画してもらうも
のである。
　また、公募市民について
は、論文提出による選出で
あるため、女性委員に限定
した募集はできないので、
意図的に女性の登用割合を
上げることは難しい。

Ｂ

都市計画、地域公共交通、共
に街づくりに大切な分野であ
り、地域に詳しい女性の登用
は有意義である筈。意欲のあ
る女性の発掘に努めていただ
きたい。

Ｂ

今年度は、審議会の開催はなかった。
今年度4月末をもって、審議会の任期は終了してお
り、新たな委員は募集していない。

【下水道審議会委員】

任期H26.5.1～H28.4.30
男8名　女2名　登用率20％

次年度も、審議会開催の予
定はないが、委員を委嘱す
る場合には、女性適任者が
いれば積極的に登用を検討
する。 Ｃ

再開時の改選時には、積極的
な女性登用をお願いしたい。

Ｂ

【奨学生選考委員会】
任期：平成28年４月１日～平成29年３月31日
男性４人、女性１人　登用率20％
【西東京市立中原小学校建替協議会】
任期：平成27年10月26日～平成29年３月31日
男性3人、女性9人　登用率75％
【西東京市立ひばりが丘中学校及び西東京市立田
無第二中学校通学区域見直し等に関する地域協議
会】
任期：平成29年２月20日～平成30年２月19日
男性９人、女性17人　登用率65％

女性登用率60％以上の事業
は、PTA、学校運営連絡協
議会等の代表で構成してい
る。これら団体において女
性の占める割合が大きいこ
とから、結果的に女性の登
用率も高くなる現状を踏ま
えて、男女比のバランスを
調整していきたい。

Ｂ

多くの女性登用の実績のある
委員会で、会議時間の工夫な
ど参加しやすい環境作りを評
価する。

Ｂ

【学校給食運営審議会】

任期:H27.9.1～H29.8.31
男３人、女13人　登用率81.25％

９月の改選に向け、男性委
員の登用を課題としたい。

Ｂ

女性登用と共に、意欲ある男
性の登用も期待したい。

Ａ

平成28年度の状況
○就学支援委員会委員26人中
男15人、女11人、女性登用率42％
○通級入級委員会委員16人中
男6人、女10人、女性登用率63％

固有の校長職等に委嘱するため調整が難しい。各
委員会の効率化を図り、勤務時間内で終了するよ
う努めた。

平成29年度は任期満了に伴
う委員の選出を行う。固有
の校長職等への委嘱のため
調整は難しいが、教員の推
薦について、目標比率を満
たすよう努める。
委員会の終了時間が勤務時
間を超えないよう、内容、
進行などの効率化を図る。

Ａ

バランスの良い配分の男女
比。引き続きの配慮をお願い
したい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

56

社会教育課 社会教育委員及び文化財保
護審議会委員の女性登用率
の向上を図る。

57

公民館 公民館運営審議会（平成27
年５月１日～平成29年４月
30日）
・地域づくりや社会教育に
関心の深い委員をバランス
に配慮して登用する。

58

図書館 図書館協議会委員
任期：Ｈ27.5.1～Ｈ29.4.30
男８名女２名登用率20％
（西東京市図書館設置条例
第６条に基づき選出）

59

選挙管理委員会 「明るい選挙推進委員会」
で、推進委員の男女登用率
の平均化を図る。

60

①地域におけ
る女性のロー
ルモデルの発
掘と活用

地域でリーダーとして活躍する
女性の情報を収集し、ロールモ
デルとして市民に広報するとと
もに、審議会や委員会等の委
員、各種講座の講師として登用
します。

協働コミュニティ課 地域でリーダーとして活躍
する女性の情報を収集し、
ロールモデルとして市民に
広報するとともに、審議会
や委員会等の委員、各種講
座の講師として登用する。

61

②リーダー養
成講座の実施

審議会や委員会、地域活動等、
あらゆる場で男女を問わず男女
平等参画の視点をもったリー
ダーを育成する。加えて女性が
リーダーとして参画できるよ
う、リーダー養成講座を実施し
ます。

協働コミュニティ課 引き続き、女性リーダーの
育成に努める。

（１）

Ⅰ-3

（２）

①審議会・委
員会等におけ
る女性委員登
用率の向上
②審議会等に
おける女性の
参画状況調査
の実施
③審議会・委
員会等に参画
しやすい環境
整備

①審議会や委員会等において、
女性委員の占める割合が40％に
なるよう、女性の登用に努めま
す。
②すべての審議会や委員会等に
女性委員が登用されること、ま
た、特定のテーマにおいて男女
の比率が大きく偏らないよう
に、女性の参画状況調査を行い
ます。
③審議会や委員会に女性が参画
しやすいように、会議日時の配
慮等、環境整備に努めます。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

【社会教育委員の会議】
H25.7.1～H27.6.30
男７名、女６名（公募委員２名中１名女性）
女性委員の占める割合46％
H27.7.1～H29.6.30
男8名、女5名（公募委員２名中0名女性）
女性委員の占める割合38％

【文化財保護審議会】
H25.7.1～H27.6.30
男７名、女１名
女性委員の占める割合12％
H27.7.1～H29.6.30
男７名、女１名
女性委員の占める割合12％

平成29年度の改選時に、登
用率の維持、向上に努め
る。

Ｂ

文化財保護審議会の女性登用
の工夫をより一層検討してい
ただきたい。

Ａ

改選なし
(男性委員８名、女性委員６名 女性登用率４３％)

改選を予定しており、男女
バランスにも配慮して委
嘱・任命する。

Ａ

男女比のバランスが良い。引
き続きの登用をお願いした
い。

Ｂ

図書館協議会委員を西東京市図書館設置条例第６
条に基づき選出
任期：Ｈ27.5.1～Ｈ29.4.30
男８名女２名登用率20％

西東京市図書館設置条例第
６条に基づき選出する。

Ｂ

より一層の女性登用を期待し
たい。

Ａ

【明るい選挙推進委員会】
平成28年度内訳：男性6人、女性29人
（現委員任期H28.4～H30.3、任期内での増減有)

女性委員の割合を40%以下
の数値以下にすることな
く、男女比率の平均化に向
けて、さらなる人材確保を
進めていく。

Ｂ

女性登用を心掛けながらも、
男女比のバランスも考慮して
いただきたい。

Ａ

情報誌「パリテ」特集記事として女性起業者の紹
介を行った。また、ステキに男女参画！の記事と
して市内在住の女性企業者の紹介を行った。
また、講座の講師として西東京市在住のNPO法人理
事長を招き実施した。

地域でリーダーとして活躍
する女性の情報を収集し、
ロールモデルとして市民に
広報するとともに、審議会
や委員会等の委員、各種講
座の講師として登用しま
す。

Ａ

これからも西東京市の男女平
等参画社会のシンボルとなる
情報誌として、より一層の思
想の啓発、活発な情報提供を
お願いしたい。広報の力を存
分に発揮し、市民への更なる
周知徹底をしてもらいたい。

Ｂ

連続基礎講座として「アラフォーママの心と身体
のセルフメンテナンス」で地域で根ざす自主グ
ループの結成を企図した。残念ながら結果は実ら
なかった。

引き続き、女性リーダーの
育成に努める。

Ｂ

女性リーダーを含む女性グ
ループの継続、発展のために
工夫できることの検討をお願
いしたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

62

①ハローワー
ク等との連携
による就職相
談の実施と情
報の提供

ハローワーク等と連携し、就職
相談や情報提供、就労支援セミ
ナーを実施し、女性の就労機会
の拡大を図ります。

産業振興課 就労を希望する市民のニー
ズに応えるため、就職情報
提供・相談の拡大を図る。
・就職情報コーナーにおけ
る就職相談・情報提供等
・就職支援セミナー（6月と
10月）
・面接対策セミナー及び就
職面接会（7月）
・若者向け就職支援セミ
ナー＆個別相談会（2月）
・合同就職面接会の実施<未
定>
・面接対策セミナー<12月>

63

協働コミュニティ課 出産や子育て等で就労を中
断した女性のために、保育
付きの就労準備講座、再就
職支援講座等を開催する。

64

産業振興課 再就職支援のための講習会
を実施する。
就職支援セミナー（6月・10
月に各3日間実施）におい
て、保育サービスを実施予
定

②保育付き女
性の就労準備
講座等の実施

出産や子育て等で就労を中断し
た女性のために、保育付きの就
労準備講座、再就職支援講座等
を開催します。

（１）Ⅰ-4
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

①ハローワークと共同で田無庁舎２階に設置した
就職情報コーナーにおいて、就職相談・情報提供
事業を実施した。カウンターに各種情報パンフ
レット等を置き配布した。
②就職支援セミナーについては、ハローワークと
共催で6月と10月それぞれ３日ずつ実施、受講者は
132人（内女性85人）となっている。就職面接会は
７月に実施し、参加企業９社で内定者は15人で
あった。
③若者向け就職支援セミナーは、東京しごとセン
ター多摩と事業の見直しにより開催を見送った。
　また、女性向け再就職支援セミナーは、東京し
ごとセンター多摩管轄内である他市で実施したた
め、本市での開催実績はなかった。
④地域就職面接会は、東京しごとセンター主催で
西東京市、武蔵野市、小平市、東村山市の共催で
実施した。参加企業10社で、内定者は現在調査中
である。
⑤就職情報コーナーについては、現行の規模でハ
ローワークと今後も継続実施していくとともに、
関係機関の協力のもと就職支援セミナーなど就業
対策に取り組む。

就職面接会は周辺市と共催
で、平成28年度も本市のき
らっとで実施した。次年度
以降は、近隣市との会場確
保などを調整して決定す
る。
また、年々参加者数が減少
しているのは、社会経済情
勢の変化による就労環境の
改善が要因としてあること
から、引き続き事業継続に
より、就労環境の改善を推
進していく。

Ｂ

女性の就労機会の拡大に向け
た具体的な課題を検討された
い。

Ａ

自立支援講座の中で、自立の一歩としての就労準
備講座を保育付で実施した。
１、こころを整える～持ち運べる自分だけの香り
をつくろう～（アロマ）
２、パーソナルカラーで自分発見！（カラー）
３、マイナスをプラスへ～女性のためのストレス
管理術～（キャリアコンサルタントによる講座）

出産や子育て等で就労を中
断した女性のために、保育
付きの就労準備講座、再就
職支援講座等を開催しま
す。

Ａ

講座そのものは講座名やサブ
タイトルから興味のそそられ
る内容で良い。再就職を考え
るきっかけや後押しになるよ
うな講座開催に期待すると共
に、再就職を考える者に直結
できるような講座案内チラシ
のあり方を検討されたい。加
えて、執行状況を踏まえた次
年度の課題設定をお願いす
る。

Ｂ

保育サービス利用者
6月 1人、10月 2人　合計 3人
子どもを持つ求職者にとっては、就職活動環境改
善の一助となるもので、今後も引き続き実施して
いく。

子ども２人につき１人の保
育士を配置して、子どもの
安全確保に配慮するととも
に、今後も保育サービス需
要への対応を図る。 Ｂ

引き続き、再就職を希望する
者が安心してセミナーを受け
られるよう、安全に配慮した
保育サービスを実施された
い。利用者が増えるよう、周
知・宣伝のあり方が工夫され
ることに期待する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

65

子育て支援課 母子・父子自立支援プログ
ラム策定員が、ハローワー
クと連携し、就労支援を実
施します。

66

産業振興課 就労を希望する女性に対し
て、就職情報提供・就労機
会の拡大を図る。

67

②母子家庭自
立支援給付金
事業

自立支援教育訓練給付金事業、
高等技能訓練促進費等事業の周
知を図ります。

子育て支援課 "市報・ホームページの掲載
方法等の改善を図り、給付
金の利用促進に努めます。
※「母子家庭自立支援給付
金事業」は、平成25年4月か
ら「母子家庭等自立支援給
付金事業」に変わりまし
た。「高等技能訓練促進
費」は、平成26年10月から
「高等職業訓練促進給付
金」に変わりました。

68 （３）

① ポ ジ テ ィ
ブ・アクショ
ン（積極的改
善措置）の働
きかけ

国や東京都によるポジティブ・
アクションについての取り組み
事例などを活用し、市内企業・
事業所に、ポジティブ・アク
ションの意義や効果について情
報を提供し、取り組みを働きか
けます。

協働コミュニティ課 国や東京都によるポジティ
ブ・アクションについての
取り組み事例などを活用
し、市内企業・事業所に、
ポジティブ・アクションの
意義や効果について情報を
提供し、取り組みを働きか
ける。

①ハローワー
ク等との連携
による就職相
談と情報の提
供

Ⅰ-4

（２）

ハローワーク等と連携し、就職
相談や情報提供、就労支援セミ
ナーを実施し、ひとり親家庭の
就労機会の拡大を図ります。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ａ

一人ひとりの希望を尊重しつつ、ハローワークと
連携を図りながら、ひとり親家庭の自立に結びつ
くような就労支援に努めました。
また、庁舎内の掲示板や公共施設にチラシを設置
し周知に努めました。
プログラム策定　24件

引き続きひとり親家庭の自
立に向けて、一人ひとりの
状況に応じた就労支援を行
います。また、プログラム
策定後、アフターフォロー
として仕事の継続確認など
を行います。

Ａ

プログラム策定後のアフター
フォローにより、ひとり親家
庭への支援の質の向上に期待
する。引き続き周知徹底に努
められたい。

Ｂ

①ハローワークと共同で田無庁舎２階に設置した
就職情報コーナーにおいて、就職相談・情報提供
事業を実施した。カウンターに各種情報パンフ
レット等を置き配布した。
②就職支援セミナーについては、ハローワークと
共催で6月と10月それぞれ３日ずつ実施、受講者は
132人（内女性85人）となっている。就職面接会は
７月に実施し、参加企業９社で内定者は15人で
あった。
③若者向け就職支援セミナーは、東京しごとセン
ター多摩と事業の見直しにより開催を見送った。
　また、女性向け再就職支援セミナーは、東京し
ごとセンター多摩管轄内である他市で実施したた
め、本市での開催実績はなかった。
④地域就職面接会は、東京しごとセンター主催で
西東京市、武蔵野市、小平市、東村山市の共催で
実施した。参加企業10社で、内定者は現在調査中
である。
⑤就職情報コーナーについては、現行の規模でハ
ローワークと今後も継続実施していくとともに、
関係機関の協力のもと就職支援セミナーなど就業
対策に取り組む。

求人をする企業は、ひとり
親を求めている訳ではな
く、スキルの高い人材を求
めていることから、ひとり
親に特化した事業は検討し
ていない。これまで通りの
事業を継続していく。

Ｂ

現時点でひとり親家庭への就
労機会の拡大は図られていな
い。事業内容に準じた課題を
検討されたい。

Ｂ

ひとり親の手当・医療費助成制度の案内チラシ
に、両給付金等のチラシを挟み、制度の周知に努
めました。
母子家庭等高等職業訓練促進給付金　6件
母子家庭等自立支援教育訓練給付金　1件

引き続き、必要な方に情報が
届くよう制度の周知に努めま
す。

Ｂ

周知方法に工夫が見られる。
引き続き周知徹底に努められ
たい。

Ａ

沿線３市男女共同参画連携事業においてワーク・
ライフ・バランスについての市内企業調査を実施
しポジティブアクションについての設問を取り入
れた。またワーク・ライフ・バランス講座を行い
参加者に情報提供を行った。、ポケット労働法の
配布によりポジティブ・アクションについての情
報提供を行った。
情報誌を介護事業所に配布した。

国や東京都によるポジティ
ブ・アクションについての
取り組み事例などを活用
し、市内企業・事業所に、
ポジティブ・アクションの
意義や効果について情報を
提供し、取り組みを働きか
けます。

Ａ

多方面から情報提供がなされ
ていることを評価する。ポジ
ティブ・アクションに対する
認知度・理解度はまだまだ低
く、継続して情報提供をお願
いする。加えて、次年度の課
題を検討されたい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

69

①家族経営協
定の普及

女性が単なる補助労働者としで
はなく、共同経営者として意思
決定に参画できるようにするた
めに、認定農業者制度における
家族経営協定の普及を図りま
す。

産業振興課 家族協定の締結を促し、農
業経営に女性が参画してい
くことを支援します。

70

②女性農業者
の育成の検討

女性農業者との意見交換の機会
を通じ、有効な支援策を検討し
ます。

産業振興課 農業イベント等におけるＪ
Ａ東京みらい女性部のつな
がりを醸成します。また、
農業者だけではなく、女性
の援農ボランティアの交流
の場も提供していきます。

71

①起業に関す
る情報提供と
相談の実施

商工会が運営する西東京創業支
援・経営革新相談センターにお
いて、相談や講座の開催など、
起業に関する情報提供と相談を
行います。

産業振興課 引続き起業相談及び経営革
新の相談業務を充実し、市
民周知を図る。

72

②NPO法人の設
立やコミュニ
ティビジネス
等に関する情
報 提 供 、 相
談、学習機会
の提供

市民協働推進センター「ゆめこ
らぼ」において、市民活動・コ
ミュニティビジネスに関する講
座などを開催し、情報提供や相
談、学習機会を提供します。

協働コミュニティ課 市民協働推進センター「ゆ
めこらぼ」において、市民
活動・ＮＰＯのための支援
事業として各種講座を開催
して学習機会を提供すると
ともに、市民協働推進セン
ターのホームパージなどを
活用して市民協働推進セン
ター登録団体が開催する事
業や市民協働推進センター
が開催する各種講座や事業
の情報を提供する。

73 Ⅰ-5 （１）

① 女 性 リ ー
ダー比率の向
上の啓発

自治会等の地域活動において、
リーダーとして活躍する女性の
割合が増えるように、団体等に
働きかけます。

協働コミュニティ課 女性リーダーの育成に関す
る情報提供を行い、女性活
躍推進に向けての意識啓発
を行う。

（４）

Ⅰ-4

（５）
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男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

平成28年度は、29名認定農業者が認定を受けた、
その内15名の方が女性家族（23名）を含む家族協
定を締結した。 平成29年３月末現在、認定農業者
51名のうち、34名の農業者が女性家族を含む家族
協定を締結している。

今後も引き続き、農業者が
認定を受ける際、家族協定
の締結を促し、農業経営に
女性が参画していくことを
支援する。

Ｂ

前年度を上回る認定農業者や
家族経営協定締結が見られた
ことを評価する。引き続き家
族経営協定の普及に努められ
たい。

B

「JA東京みらい女性部」とのつながりとしては、市民まつ
りの農業ブースで女性部が出店するお店のPRをファー
ムカーで行った。
「農のアカデミー事業」において、女性援農ボランティ
アの交流の機会を提供した。

引き続き、女性の援農ボラン
ティアの交流の場を提供して
いく。

Ｂ

引き続き、援農ボランティア
の交流の場の提供とともに、
農業イベント等におけるJA東
京みらい女性部との関係性を
構築されたい。

Ｂ

平成28年度実績で来所相談者360名（女性の割合
53%）。創業支援・経営革新相談センターについて
は、毎月市報や市ＨＰ及びセンターＨＰによるＰ
Ｒ活動に加えて、ケーブルテレビ等による周知を
行った。
また、平成28年６月及び10月に実施した創業ス
クールでは、参加者46名のうち、32名の女性の参
加があった。

創業融資あっせん制度の推
進、マッチング・コーディ
ネート事業や創業スクール
の実施など、センター機能
を充実させ、創業のための
環境整備を進める。

Ｂ

来所相談者数・女性の割合の
上昇から市民への周知や宣伝
が広く行き届いていると評価
できる。継続して起業への
きっかけづくり、起業を考え
る者へのサポート体制の充実
を図られたい。

Ａ

市民協働推進センター「ゆめこらぼ」が開催す
る。
主な実施事業
・地域デビューシリーズ
 　15回開催　参加者延べ174人
・ITコラボ勉強会
　　９回開催　参加者　36人
・ITコラボ講座
　　１回開催　参加者　13人
・まちづくり円卓会議
　 ２回開催　参加者延べ100人
・協働のまちづくりワークショップ
　 １回開催　参加者延べ62人
・ＮＰＯ市民フェスティバル
　 １回開催　参加団体延べ68団体
・避難所運営ゲーム
　　12回開催　参加者述べ380人
・機関紙の発行　年6回　発行部数延べ5,970部
・ＨＰの活用として、登録団体が開催する事業や
市民協働推進センターが開催する各種講座等を合
計約600件掲載
・平成28年10月に市民協働推進センターゆめこら
ぼHPのリニューアルを行い地域活動情報ステー
ションとの機能の統合を行った。

これまで実施してきた講座
や事業の内容を踏まえ、市
民やＮＰＯ等市民活動団体
の支援を行うとともに、地
域で活動する主体同士が連
携し、地域の課題が解決で
きるような仕組みづくりに
取り組むと共に、協働を推
進するためにNPO等の支援
をおこなう必要がある。

Ａ

西東京市Web内では、ゆめこら
ぼがわかりやすく紹介されて
おり、市民協働推進センター
に馴染みのない者でも参入し
やすいオープンな雰囲気に好
感が持てる。HPも見やすく、
たくさんのイベント情報が掲
載され賑わっている。引き続
き、まちづくりの拠点として
地域の課題解決・地域経済の
活性化をお願いする。

Ａ

○沿線３市（清瀬・東久留米・西東京）男女共同
参画連携事業において、男女共同参画の実現に向
けた企業等意識調査及び女性起業家による交流事
業を実施し、女性リーダーの育成に関する情報提
供と参画の意義を啓発した。
また、情報誌パリテの特集記事として女性活躍推
進に関する記事を掲載し、市民への配布を行っ
た。

引き続き、女性リーダーの
育成に関する情報提供を行
い、女性リーダーの比率向
上に努める。

Ａ

女性起業家による交流事業の
実施や情報誌パリテへの女性
活躍推進の記事掲載は女性が
輝けるきっかけづくりとして
効果が見込める。団体への意
識啓発が進み女性リーダーの
魅力や有用性が市民にを伝わ
ることに期待する。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

74 （１）

② 地 域 リ ー
ダーを担う女
性の育成

国や都で実施するリーダー講習
会の情報を提供するとともに、
リーダー養成講座を実施しま
す。また、パリテ登録団体の活
動の支援等を通して、女性リー
ダーの育成を図ります。

協働コミュニティ課 国や都で実施するリーダー
講習会の情報を提供すると
ともに、リーダー養成講座
を実施します。また、パリ
テ登録団体の活動の支援等
を通して、女性リーダーの
育成を図る。

75

①男性を対象
とした男女平
等参画講座の
実施

男性を対象に、地域活動に関す
る講座を開催し、地域活動への
関心を高めます。

協働コミュニティ課 男性を対象に、地域活動に
関する講座を開催する。

76

協働コミュニティ課 さまざまな情報提供を行
い、男性の地域参加の促進
を図る。

77

生活福祉課 男性の参加者が多く見込め
るような形での登録研修を
実施する。

78

児童青少年課 男性が参加しやすい地域の
情報提供

79

①市民活動団
体への男女平
等に関する学
習機会の提供

市民活動団体が男女平等参画の
視点をもち活動できるように、
パリテまつりでの講座や出前講
座の実施など、学習機会を提供
します。

協働コミュニティ課 市民活動団体にパリテまつ
り参加を呼びかけ、講座の
実施など、学習機会を提供
する。

80

②男女平等参
画 の 視 点 を
もった市民活
動団体との協
働事業の実施

パリテ登録団体など、男女平等
参画の視点をもった市民団体と
協働して地域活動等の事業を実
施します。

協働コミュニティ課 パリテ登録団体を中心に市
民活動団体と協働事業を実
施する。

Ⅰ-5

②地域活動、
ボ ラ ン テ ィ
ア、NPO等の情
報提供と参加
促進

（３）

（２）

地域活動、ボランティア活動、
NPO法人などによる市民活動な
ど、地域で行われているさまざ
まな活動を紹介し、男性の地域
参加の促進を図ります。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価

今後の課題や改善点等

男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

国や都での開催予定の情報提供を行うとともに、
３市連携事業において女性起業家による交流事業
を実施し、女性リーダーの育成に関する情報提供
と参画の意義を啓発した。また、パリテ登録団体
を中心としたパリテまつり実行委員会の委員長に
女性が就任したため、主管課として、委員長のサ
ポートをしながらリーダーとしての育成を図りな
がら、協働で事業を実施した。

国や都で実施するリーダー
講習会の情報を提供すると
ともに、リーダー養成講座
を実施します。また、パリ
テ登録団体の活動の支援等
を通して、女性リーダーの
育成を図ります。

Ｂ

リーダー講習会の情報提供と
パリテ登録団体の活動支援の
一層の充実をお願いする。同
時に、女性リーダー養成講座
の実施、充実をお願いした
い。

Ａ

共通講座　3回連続講座を実施した。
「アラ還世代の男塾～さらなる自分を見つめて
～」、参加者　延べ25人
①「この街に生きて、3000年の雅楽の音色を次世
代につなぐ」
②「雅楽の世界」へのいざない
③「地粉と地場野菜を使って、手打ちの「ほうと
うづくりに挑戦」

引き続き、男性の地域活動
参加に関する情報提供を行
う。

Ａ

男性対象の地域活動に関する
講座を今後も実施、充実をお
願いする。啓発、情報提供に
より参加人数の拡大を望む。

Ａ

３回連続講座であるアラ還世代の男塾～さらなる
自分を見つめて～では定年を迎えた男性たちが、
第２の人生を地域で生き生きと暮らしていくをサ
ブテーマに実施した。、連続講座では地域で文化
活動のリーダーとして活躍されている方のお話し
聞き、実演を鑑賞することにより実際の活動の一
端を知る体験できた。

引き続き、さまざまな情報
提供を行い、男性の地域参
加の促進を図る。

Ｂ

情報提供を一層充実させ、参
加人数の拡大を図ることをお
願いする。

Ａ

ほっとするまちネットワーク事業における、事業
の協力ボランティアである「ほっとネット推進
員」について、新規で35名登録し、うち６名の男
性が新規で登録した。なお、ご指摘をいただいて
おります、発表の機会の提供については毎年実施
している「まちづくりサミット」において、推進
員の活動事例発表を行っています。

より多くの推進員の登録を
目指すとともに活動の充実
を図る。

Ａ

一層の活動の充実により推進
員の登録の拡大をお願いした
い。

Ａ

「歩け歩け会」や「児童館キャンプ」、「こそだ
てフェスタ」等、あらゆる市内の児童館事業にお
いて、地域の男性が参加し子育てに積極的にかか
わるきっかけになるよう、参加促進を行ってい
る。

引き続き、地域で行われて
いる活動を紹介し、男性の
地域参加の促進を図る。 Ｂ

参加人数、参加の状況を把握
し、参加人数の拡大と活動の
充実を図ることを望む。

Ａ

第９回パリテまつりは前年度より2団体の参加が増
え、21団体および個人が運営・協力により開催
し、797人の市民が参加した。

市民活動団体が男女平等参
画の視点をもち活動できる
ように、パリテまつりでの
講座や出前講座の実施な
ど、学習機会を提供しま
す。

Ａ

パリテまつりでの講座、出前
講座を一層充実させ、学習の
機会の提供を拡大させること
を望む。

Ａ

女性に対する暴力をなくす運動週間事業のとして
パープルリボン・プロジェクト・ワークショップ
とカフェを開催した。

引き続き、パリテ登録団体
を中心に市民活動団体と協
働事業を実施する。

Ａ

市民活動団体との協働事業を
引き続き実施することを願い
したい。
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課題 施策 事業 内容 担当課
具体的な事業

又は取組み計画

体系番号 担当課目標

81 （１）

①防災会議に
おける女性の
参画

災害時の避難、避難施設の設
置・運営、避難施設の備品等に
女性の意見が反映されるよう
に、防災会議に女性委員を増や
します。

危機管理室 女性委員の登用に努める。

82

協働コミュニティ課 沿線３市男女共同参画連携
事業において、防災リー
ダーの活躍の場として、避
難施設運営組織への女性参
画に対して、事業の実施準
備として検討をすすめる。

83

危機管理室 防災市民組織への周知と女
性リーダーの育成に努め
る。

84

協働コミュニティ課 平成29年度沿線３市男女共
同参画連携事業において、
防災リーダーの活躍の場と
して、避難施設運営組織へ
の女性参画に対して、事業
の実施準備として検討をす
すめる。

85

危機管理室 　各学校避難所運営協議会
の会議へ参加する中で、要
配慮者に対して避難施設内
で配慮すべき避難物資、ト
イレ、着替場所の確保等助
言を行い理解共有に努め
る。

86

教育企画課 避難所運営協議会に女性委
員の参画を募り、マニュア
ル等作成において、特に妊
婦・子育て中の女性に配慮
した意見を聴取する。

87

②災害時要援
護者の支援

特に要介護高齢者、障害者等の
避難生活の支援において、男女
双方の視点を踏まえます。

危機管理室 　避難生活に特化した課題
を整理し、継続して各学校
避難所運営協議会と連携し
て取り組みを進める。

88

③男女のニー
ズに配慮した
避難物資の整
備

避難生活においては、男女の
ニーズに違いがあることから、
男女双方の視点に配慮して必要
な避難物資を整備します。

危機管理室 引き続き、備蓄計画に従っ
て備蓄を進めるとともに、
きめ細かいニーズの把握に
努める。

（１）

②防災市民組
織における女
性 の 参 画 と
リーダーの育
成

防災市民組織に女性の登用を促
し、女性の意見が適正に反映さ
せられるように努め、防災市民
組織における女性のリーダーの
育成に努めます。

（２）

Ⅰ-6★

①避難施設運
営組織におけ
る女性の参画

避難施設においては、避難物資
の整備やトイレの配置、着替え
場所の確保等、妊婦や子育て家
庭を含めた女性への配慮が必要
となることから、避難施設運営
組織への女性の参画を図りま
す。
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担当課
評価

執行状況・事業評価 次年度の課題
委員会
評価
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男女平等参画推進委員会評価担当課評価

Ｂ

平成28年に地域防災計画を修正したが、その中で
避難施設の管理運営に際して、積極的に女性を要
職に登用し女性や要配慮者のの視点に配慮するよ
う明記するなど、女性委員の登用に努めるととも
に、各種計画及びマニュアルに関し、女性ならで
はの視点を活かし、意見が反映されるよう努め
た。

女性委員の登用に努める。

Ｂ

防災会議での女性委員の登用
率の目標値を設定し、その実
施に向け努力をお願いした
い。

Ｂ

沿線3市男女共同参画連携事業において女性の参画
による防災リーダー養成について検討を行った。

平成29年度沿線３市男女共
同参画連携事業において、
危機管理室との連携を深
め、事業を実施する。

Ｂ

防災市民組織における女性
リーダー養成講座を実施され
たい。

Ｂ

　防災市民組織の説明会や防災講話の実施時にお
いて、女性職員を登用し、女性ならではの視点を
活かし、女性の意見が反映させられるように努
め、リーダー研修会の開催等防災市民組織におけ
るリーダー育成に努めた。

防災市民組織への周知と女
性リーダーの育成に努め
る。

Ｂ

女性リーダーの育成のため、
早急に養成講座を実施し、防
災日民組織における女性リー
ダーの育成を図る。まず各学
校避難所運営協議会の女性委
員を集め、女性防災リーダー
育成講座を実施されたい。

Ｂ

沿線3市男女共同参画連携事業において女性の参画
による防災リーダー養成について検討を行った。

平成29年度沿線３市男女共
同参画連携事業において、
危機管理室との連携を深
め、事業を実施する。 Ｂ

沿線３市合同女性防災リー
ダー講座を検討し実施する。

Ｂ

各学校避難所運営協議会の会議へ参加する中で、
要配慮者に対して避難施設内で配慮すべき避難物
資、トイレ、着替場所の確保等助言や訓練を実施
して実際に資機材を展開するなど理解共有に努め
た。

理解共有に努め、訓練をと
お
して、課題発見に努める。

Ｂ

各学校避難所運営協議会の会
議で危機管理室が主体となっ
て避難訓練を実施し，課題を
発見しマニュアルの改善に生
かすようお願いしたい。

Ａ

児童・生徒の保護者会等の代表者を中心に女性が
積極的に参画することが出来た。

引き続き、各学校及び危機
管理室等と連携の上、避難
施設運営組織における女性
の参画を図りたい。 Ａ

各学校避難所運営協議会では
女性の委員が多く評価でき
る。引き続き女性の支援がマ
ニュアルや避難物資の見直し
等に生かされるようお願いし
たい。

Ｂ

介護を要する高齢者・障害者等、避難施設におい
て必要となる配慮点について、避難所運営協議会
で周知し検討するとともに、プライバシー確保の
ためのパーテーション等物資の確保や実際に訓練
を実施し取扱いができるよう努めた。

避難生活に特化した課題を
整理し、継続して各学校避
難所運営協議会と連携して
取り組みを進める。 Ｂ

訓練実施で発見された課題を
危機管理室がとりまとめ、各
学校避難所運営協議会が作成
したマニュアルの改善を指示
することをお願いしたい。

Ｂ

女性特有の避難物資として、下着や生理用品等の
衛生品の備蓄を行っている。衛生を保つため、古
い衛生品については入替を実施した。また、パー
テーションの備蓄をするなど、プライベート空間
の確保に配慮した備蓄を実施している。

引き続き、備蓄計画に従っ
て備蓄を進めるとともに、
きめ細かいニーズの把握に
努める。 Ｂ

各学校避難所運営協議会から
の避難物資のニーズを把握
し、定期的な点検と避難物資
の一層の充実をお願いした
い。
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